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1．日時、会場 

日 時：平成29年 7月23日(日)11:30受付･抽選／11:45開会式／12:00スタート 

会 場：本部町 渡久地港 

2．申込方法 

  申込書に必要事項を記入して、本部町役場 産業振興課へ直接お持ちいただくか、FAX にて

お申し込みください。参加費用の振込みを確認の上受付いたしますので、振込領収証を添付し

てください。電話での受付は行っておりませんので予めご了承ください。 

  受付は原則として(一般男子 12 チーム・一般女子 9チーム・町内ハーリー21 チーム)※1を

先着順に受付し、定員に達し次第受付を締め切らせていただきます。 

※鉛筆では読み取れない場合がございますので、記入にはボールペンを使用してください。 

  ※申込書に記載の個人情報は主催者･事務局にて管理し、当イベント以外での使用や外部への提供は一切いた

しません。 

※1申し込み状況によっては、内容を一部変更する場合がございますので、予めご了承ください。 

3．申込締切 

平成 29年 7月 14日（金）必着

※先着順に受付し、定員に達し次第受付を締め切らせていただきます。 

4．参加費 

1チーム 5,000円（保険料込） 

※一度納めた参加費用は原則として返金しませんので予めご了承ください。

5．振込先 

琉球銀行 本部支店 普通口座 391340 

本部まつり実行委員会 会長 高良 文雄

※振込手数料は参加者でご負担お願いいたします。 ※振込名はチーム名でお願いします。 

6．練習期間（予定7月14日(金)～）練習を行う場合は以下の点に留意して下さい。 

・練習時のかじ取りは各チームで行ってください。 

・渡久地港より出港又は帰港する船舶等には十分注意し、船舶を優先させて下さい。

・水納島フェリー乗場の駐車場は17：30に門が閉まりますのでご注意して下さい。 

・練習中の事故の責任は一切負いかねますので予めご了承ください。

お 問 い 合 わ せ 

本部まつり実行委員会ハーリー事務局（本部町産業振興課） 

〒905-0292 本部町字東5番地 

Tel:0980-47-2412 Fax:0980-51-6007

第 44回本部海洋まつりハーリー大会 

参 加 申 込 要 項 



第44回本部海洋まつりハーリー大会 

申 込 書 

チーム名：                    

1．申 込 者 代 表 者  年齢 歳 

2．住  所 
〒

3．連 絡 先 自宅  携帯(緊急用)  

4．参加種目 一般男子 ・ 一般女子 ・ 町内ハーリー（町内在住者又は郷友会など）

5．舵 取 り 必  要 ・ 不  要 

チームプロフィール 

※チーム紹介アナウンスに使用します。チーム編成やアピールを記入してください。 

番号 氏  名 ふりがな 年 齢 備 考 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

■本部海洋まつりハーリー大会事務局（本部町 産業振興課）Fax:0980－51－6007



本部海洋まつりハーリー大会規則 

（種目） 

第 1条 この大会の競技種目は次のとおりとする。 

  1．一般男子・一般女子・町内ハーリー 

（競技方法） 

第 2条 この大会の競技方法は次のとおりとする。 

  1．チームの人員は漕手10人、舵取り1人、計11人とする。ただし、補欠は2名まで

選手登録可能とし、鉦たたきが必要であれば乗せてもよい。 

  2．競技船及び櫂は実行委員会事務局が用意したものを使用する。 

  3．競技の距離は、500メートル（250メートルを1往復）とする。 

  4．予選はタイムレースとし、3チーム（隻）を1組として、所要タイムの短い上位3チ

ームを決勝進出とする。 

  5．同着同一タイムの場合はチーム代表のくじ引きにより勝敗を決定する。 

  6．決勝進出有資格チームが都合により準決勝を棄権する場合は予選でのタイム上位チー

ムに参加資格を与える。 

  7．コースは赤＝1 コース、青＝2 コース、黄＝3 コースとし、コースはくじ引きにより

決定する。 

  8．スタートはあらかじめ各舵取りが固定されたスタート縄（ブイ）をつかんでシグナル

の合図で行う。 

   9．折り返しはブイ（旗）を左に見て反時計回りで折り返す。 

  10．ゴールは、決勝ブイ（旗）の両端一直線上とし、船先が入った時点でゴールとする。 

  11．原則としてチームの服装は統一する。 

（失格） 

第 3条 この大会で次の反則行為に該当するチームは失格とする。 

  1．折り返しブイ（旗）を故意に引き寄せたり、ブイ（旗）を反廻り、又は途中で旋回し

た場合。 

  2．規定以上の人員を乗せた場合。 

  3．舵取りが漕いだ場合。 

  4．他の競技者の進路を妨害した場合。 

  5．その他審判長が反則行為と認めた場合。 

（附則） 

1．規則に定められた以外の事態が生じた場合は、審判長が決定する。 

2．チーム受付は11:30開始とし、代表者又は代理人が受付を行う。 

3．上位入賞者は表彰を行い、賞状と賞品を授与する。 


